
 

目 
 

 

次 

告 
 

 
示 

 
 

 
 

 
 

○
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結 

○
道
路
の
区
域
変
更 

公 
 

 

告 
 

 
 

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
䥹
二
件
䥺 

教
育
委
員
会 

 
 

 

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て 

正 
 

 

誤 
 

 
 

 
 

 

○
令
和
八
年
四
月
二
日
付
第
六
百
四
十
三
号
中 

山
梨
県
公
報 

令
和
八
年 五

月
十
八
日 

第
六
百
五
十
五
号 

月 曜 日 

発
行
者 

 

山 

梨 

県 
 

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号 

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日 



山
梨
県
告
示
第
百
四
十
五
号 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
䣍
次
の
と
お
り
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
䣎 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始
期 

令
和
八
年
四
月
一
日 

二 

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法 

基

本
費
用
の
額
並
び
に
執
務
費
用
及
び
実
費
の
額
の
合
算 

三 

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所 

野
中
孝
憲 

山
梨
県
甲
府
市
下
飯
田 

四 

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法 

監
査
の

結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
後
の
一
括
払
及
び
必
要
に
応
じ
て
行
う
前
金
払 

 

告
　
　
示



山
梨
県
告
示
第
百
四
十
六
号 

 

道
路
法
䥹
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
䥺
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
䣎
そ
の
関
係
図
面
は
䣍
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
䥹
峡
北
支
所
を
除
く
䣎
䥺
に
お
い
て
䣍
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
八
年
六
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

甲
府
昇
仙
峡
線 

三 

道
路
の
区
域 

       

甲
府
市
山
宮
町
字
西
橋
場
六
八
○
番
三
地
先
か
ら 

甲
府
市
山
宮
町
字
西
橋
場
六
八
○
番
三
地
先
ま
で 

区
間 

新 旧 旧
新

の
別 

一
六
・
四
䦅 

 
 
 
 

一
七
・
四 

一
六
・
四
䦅 

一
六
・
五 

敷
地
の
幅
員 

䥹
メ
䤀
ト
ル
䥺 

一
〇
・
〇 

一
〇
・
〇 

延
長 

䥹
メ
䤀
ト
ル
䥺 



◎ 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
䥺
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
忍
草

土
地
改
良
区
か
ら
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
䣬
た
の
で
次
の
と
お
り
公
告
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

退
任 

二 

就
任 

同 同 監
事 

同 同 同 同 同 同 同 同 理
事 

同 副
理
事
長 

理
事
長 

役
職
名 

大
森
吉
昌 

天
野
弥
寿
義 

渡
辺
嘉
勝 

大
森
健
城 

天
野
正
保 

天
野
浩
徳 

大
森
重
信 

渡
辺
利
男 

渡
辺
公
昌 

天
野
悟 

天
野
幸
彦 

広
瀬
和
志 

天
野
博 

 

大
森
義
彦 

大
森
光
秀 

氏
名 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
四
十
三
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
四
十
六
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
二
百
三
十
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
三
千
四
百
十

五
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
五
十
五
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
九
百
十
八
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
百
八
十
八
番

地
三 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
百
三
十
六
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
三
百
二
十
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
五
十
二

番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
百
二
十
六
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
八
十
二

番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
四
百
十
三
番

地
二 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
五
百
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
四
百
八
十
九

番
地 

住
所 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

退
任
年
月
日 

理
事
長 

役
職
名 

 

天
野
幸
彦 

 

氏
名 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
百
二
十
六
番 

 

住
所 

 

令
和
八
年
四
月
一
日 

 

就
任
年
月
日 

公
　
　
告



  

同 同 監
事 

同 同 同 同 同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

理
事 

 

同 

 
副
理
事
長  

天
野
博 

大
森
義
彦 

大
森
光
秀 

天
野
一
徳 

渡
辺
勝
行 

大
森
義
行 

大
森
輝
彦 

大
森
健
城 

 

天
野
正
保 

 

天
野
浩
徳 

 

大
森
重
信 

 
渡
辺
公
昌 

 

渡
辺
利
男 

 

天
野
悟 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
四
百
十
三
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
五
百
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
四
百
八
十
九
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
二
千
九
百
四
十

八
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
九
十
八
番

地
二 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
五
百
十
三
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
九
十
九
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
九
十
九
番
地 

 
南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
五
十
五
番
地 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
九
百
十
八
番
地 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
百
八
十
八
番

地
三 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
三
百
二
十
番
地 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
百
三
十
六
番
地 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
五
十
二
番
地  

同 同 同 同 同 同 同 同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 



◎ 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
䥺
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
忍
野

村
内
野
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
䣬
た
の
で
次
の
と
お
り
公
告
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

退
任 

二 

就
任 

同 同 監
事 

同 同 同 同 同 同 同 同 理
事 

同 副
理
事
長 

理
事
長 

役
職
名 

栗
林
賢
一 

渡
辺
純
也 

三
浦
常
彦 

三
浦
恵
二 

小
山
田
武
士 

後
藤
信
幸 

渡
辺
松
好 

天
野
貴
雅 

川
口
美
良 

栗
林
賢
一 

山
崎
敦
史 

小
山
田
進 

渡
辺
広
人 

小
林
安
徳 

後
藤
政
行 

氏
名 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
百
一
番
地
一 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
三
十
八
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
千
七
百
九
十
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
七
百
六

十
八
番
地
一 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
六
百
二
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
村
内
野
二
百
八
十

五
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
六
百
七
十

番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
百
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
六
百
二
十

七
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
百
一
番
地
一 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
七
百
四
十

五
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
八
百
八
十

二
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
九
十
九
番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
千
七
百
九
十
四

番
地 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
五
百
一
番
地 

住
所 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

退
任
年
月
日 

理
事
長 

役
職
名 

後
藤
和
雄 

氏
名 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
百
四
十
番
地 

住
所 

令
和
八
年
四
月
一
日 

就
任
年
月
日 



 

同 

 

同 

 

監
事 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 同 同 同 同 

 

理
事 

同 

 
副
理
事
長  

渡
邉
哲 

 

渡
邉
豊 

 

田
辺
文
近 

 

三
浦
太 

 

後
藤
新 

 

湯
山
達
也 

 

三
浦
一
秋 

 

天
野
浩
志 

 

渡
邉
庄
悟 

 

三
浦
大
介 

三
浦
和
則 

 
後
藤
直
人 

 

天
野
忠
純 

 

天
野
勝
徳 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
六
十
二
番
地 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
五
百
四
十
番
地
二 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
千
八
百
二
十
五

番
地 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
八
百
番
地 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
百
七
十
三
番
地 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
七
百
三
十

六
番
地 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
百
二
十
九
番
地 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
五
百
十
番
地 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
千
九
百
八
十
九

番
地
二 

 
南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
三
百
九
十
一
番

地
三 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
七
百
七
十

六
番
地 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
百
十
五
番
地 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
五
百
十
五
番
地 

 

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
五
百
十
二
番
地 

 

同 

 

同 

 

同 

 
同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 



教
育
委
員
会

◎ 

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て 

 

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
䣎
な
お
䣍
こ
の
公
告
は
䣍
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
䣻
ネ
䤀
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
䣬
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
䣻
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
䣍
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
䣎 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
䤀
所
長 

 

中 
 

村 
 

智 
 

司 

一 

落
札
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量 

 

㈠ 

名
称 

県
立
学
校
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
業
務 

 

㈡ 

数
量 

一
式 

二 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

㈠ 

名
称 

山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
䤀
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
支
援
セ
ン
タ
䤀 

 

㈡ 

所
在
地 

山
梨
県
笛
吹
市
御
坂
町
成
田
一
四
五
六
番
地 

三 

落
札
者
を
決
定
し
た
日 

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日 

四 

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

 

㈠ 

名
称 

株
式
会
社
エ
䤀
ジ
䣷
ン
ト 

 

㈡ 

住
所 

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
二
丁
目
二
十
五
番
十
二
号 

五 

落
札
金
額 

四
千
六
百
五
十
九
万
六
千
円 

六 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続 

一
般
競
争
入
札 

七 

地
方
自
治
法
施
行
令
䥹
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
䥺
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に 

 

よ
る
公
告
を
行
䣬
た
日 

令
和
八
年
二
月
十
九
日 



 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

誤 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

正 

 

○ 

令
和
八
年
四
月
二
日
山
梨
県
告
示
第
百
二
十
一
号
䥹
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
䥺 

 

一 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
一
号 

 
 

 

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
一
号
の
二 

 
 

正
　
　
誤


